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(1)場の提供を通した関係性の構築・利用団体支援 (1)場の提供を通した関係性の構築・利用団体支援

　福祉保健活動拠点のある浦舟エリアは、外国籍住民も多く、拠点の利用団体の中には外国籍の中学生の高校進学支援
を行うフリースクールもあります。障害者団体や災害救援ボランティアネットワークなどの活動の場としても継続的に活用さ
れています。AAやNAなどの自助グループも活動しており、地域への自立につながる「場」としても活用されています。
　拠点の運営を担う指定管理者として、利用団体の活動を把握し、日頃から積極的に利用団体のつながりをつくることに意
識的に取組み、拠点のボランティア育成・相談・支援・コーディネートの機能を積極的にＰＲ、地域支援に活用できる取組とし
ます。また利用者懇談会を開催し、団体同士の情報交換の場を設けるなど、課題解決に向けた支援を行います。地域住民
が日常的に相互に支え合える地域社会の実現のための取組を積極的に推進します。

■新型コロナウィルスによる貸館の制限は無くなりましたが、手指の消毒や検温、使用後の消毒等、各団体にはこれまでと
同様にご協力いただきました。
■利用団体の要望を受け、点字プリンターのメンテナンスをしました。
■利用者懇談会は昨年に続き、オンラインと集合型のハイブリッドで開催しました。避難経路の確認ではオンライン参加者
向けに端末を持って移動し、実際に確認してもらえたことが好評でした。
■団体交流室にPRコーナーを設け、団体のPRと相互理解に努めました。
　

(2)拠点の利用促進に関すること (2)拠点の利用促進に関すること

①利用貸出件数（下記のとおり）
②利用促進策
　・利用登録用紙は、ホームページ上からのダウンロードにより取得できるようにします。
　・広報紙等を利用して利用促進のＰＲを行い、利用率の向上を図ります。
　・各種イベントの場や他機関と連携し拠点のＰＲを行います。
　・空室状況一覧を館内に掲示するとともにホームページにも掲載します。
　・トモニーギャラリーを有効活用します。
　・利用登録団体懇談会を開催し、団体同士のつながりを強めることで福祉活動のさらなる充実を図ります。
　・窓口利用満足度調査の結果を踏まえ、利用者の声を反映させた環境づくりに努めます。
　・うらふね納涼祭を通じて拠点の周知をします。

①貸館の制限も無くなり、利用件数は前年度と比べ増加傾向にありました。特に自助グループやフリースクールには、多目
的研修室と団体交流室を定期的に利用して頂きました。

②利用促進策
　・利用登録用紙はホームページからダウンロードできるようにしました。
　・空室状況一覧を毎月、館内掲示やホームページに掲載しました。
　・新規登録の相談に来た団体には、実際に部屋を見ていただき、利用をイメージしていただけるよう努めました。
　・窓口満足度調査の結果を踏まえ職員全員で改善策を考え利用者の声を反映させた環境づくりに努めました。

(3)拠点のサービスの向上に関すること (3)拠点のサービスの向上に関すること
①利用の都度記入していただく利用報告書の他、ご意見箱や窓口満足度調査など要望やご意見を受け付ける仕組みを複
数設けるとともに、利用者懇談会時にも周知し、気軽に要望、意見が伝えられる環境づくりに努めます。
②苦情については、館内に苦情解決責任者及び苦情受付担当者を明示し、確実に対応できる体制を形成します。備品の
整備等、直ぐに対応できるものについては早急に整備し、対応結果を館内表示するなどして、利用者へ伝達します。
③職員には、窓口や電話の応対について、常に「親切に、迅速に、正確に」を心掛けるよう意識づけしています。これらを徹
底するため横浜市社会福祉協議会へ寄せられた苦情や事故事例を１ヶ月ごとに職員会議にて確認し継続的な意識啓発に
努めています。
④拠点ミーティングを通じて情報共有に努めるとともに、サービス向上に努めます。
⑤個人情報保護の研修を実施し、職員全員が個人情報の取扱が正しくできるようにします。
⑥障害をお持ちの方にも利用しやすい施設を目指し、筆談に応じる旨の案内を窓口設置や必要な場所に点字で案内できる
ようにします。またホームページはアクセシビリティに対応します。
⑦災害時に備え防災用品を備蓄します。

①利用報告書、窓口調査アンケート、ご意見箱の他、利用者懇談会後のアンケートでもご意見・ご要望を記入して頂くように
しました。窓口満足度調査では１１５名の回答を頂きました。集計結果を館内に掲示するとともに、その結果を踏まえ職員全
員で改善策を考え、利用者の声を反映させた環境づくりに努めました。

②苦情解決のしくみや苦情解決責任者及び苦情受付担当者を明示し、確実に対応できる体制を整えました。

③月１回の職員会議では、市社協に届いた苦情や、事件・事故・事務処理ミスなどを共有し、意識の向上に努めました。

④3ヶ月に１回の拠点ミーティングでは、日ごろの課題等を共有し、解決に向けて話し合いました。

⑤職員会議内で個人情報保護の研修をしました。

⑥視覚障害がある方に安心して使っていただくため、トイレ個室内やエレベーター脇に点字シールを整備しました。また、
ホームページはウェブアクセシビリティに対応しました。

➆災害時に利用出来るよう、防災用品の点検を行いました。

(4)利用調整会議等の開催 (4)利用調整会議等の開催
利用者懇談会において、団体同士のつながりが構築できるような企画と併せて、拠点活動中に緊急な事態（けがや天災な
ど）が発生したことを想定し、防災訓練やAED取扱い訓練などを企画していきます

・開催実績 年1～2回
・参加団体数 50団体を想定

１２月１３日（火）にオンラインと集合型のハイブリッドで利用者懇談会を開催しました。避難経路の確認ではオンライン参加
者に向け、端末を持って移動することで実際に確認して頂くことが出来、好評を得ました。

開催実績　１回
参加団体数３４団体（うちオンライン参加７団体）
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平日 
実績（利用件数） 実績（利用率） 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

団体交流室 236 243 101 73% 72％  39％  
多目的研修室 172   170 105 70％  70％  43％  
点字製作室 112 134 7 46％  55％  2％  

録音室 43 77 4 17％  31％  1％  
対面朗読室 168 183 41 69％  75％  16％  

       

土日祝 
実績（利用件数） 実績（利用率） 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

団体交流室 44 62 2 36％  52％  1％  
多目的研修室 29 85 4 24％  71％  8％  
点字製作室 8 8 0 6％  6％  0％  

録音室 5 13 1 4％  10％  2％  
対面朗読室 28 49 0 23％  41％  0％  
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令和４年度福祉保健活動拠点事業報告書令和４年度福祉保健活動拠点事業計画書

(1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案 (1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案
①ボランティア発掘と、登録者の活動の場の提供のため、ボランティアセンター登録者向けに「ニード情報」を年3回発行し、
各種講座やボランティア依頼の募集に努めていきます。また、市社協ボランティアセンター運営のメールでの情報配信シス
テムや区社協ＨＰを活用し情報を提供できるよう努めます。
②地域ケア施設連絡会やボランティア連絡会などの機会を通じて、地域のボランティア活動や地域情報の収集を行ったり、
ボランティアセンター業務の依頼の傾向および分析した内容などを発信して行くことで、ボランティア活動についての企画を
共に作っていけるようにします。
③拠点内のボランティア募集依頼のチラシ掲示を定期的にいれかえ、拠点来所者に興味をもって参加してもらえるように努
めます。併せて、ボランティア活動に関心を持っていただけるよう、㏚リーフレットなどの広報資材を活用していきます。

①ボランティア発掘と、登録者の活動の場の提供のため、ボランティアセンター登録者向けに「ニード情報」を年２回発行し、
各種講座やボランティア依頼の募集を行いました。また、市社協ボランティアセンター運営のメールでの情報配信システム
や区社協ＨＰを活用し情報を提供できるようにしました。
②地域ケア施設連絡会やボランティア連絡会などの機会を通じて、地域のボランティア活動や地域情報の収集を行ったり、
ボランティアセンター業務の依頼の傾向および分析した内容などを発信して行くことで、ボランティア活動についての企画を
共に作っていけるようにしました。
③拠点内のボランティア募集依頼のチラシ掲示を定期的にいれかえ、拠点来所者に興味をもって参加してもらえるようにし
ました。併せて、ボランティア活動に関心を持っていただけるよう、㏚リーフレットなどの広報資材を活用しました。
④ボランティアセンター運営委員会を年２回開催し、ボランティアセンターの状況報告や今後の方向性などについて説明を
行い区民の声を運営に反映しました。

(2)ボランティアに関する広報、情報提供 (2)ボランティアに関する広報、情報提供
①社協みなみ（年４回発行）及びボランティアセンターだより「ボラぴ!!」（年２回。社協みなみと併せて発行）各回、区内全戸
配布します。
②ボランティア登録者宛に年3回「ニード情報」を発行します。
③活動拠点内及び複合福祉施設共同掲示版等にボランティア関連情報を掲示します。
④ホームページを定期更新し、適時情報発信します。
⑤パンフレットスタンドを対象別、情報別に整理し、わかりやすい情報発信を行います。
⑥各種外部での講座や区社協事業実施時にボランティアセンターに関する情報発信を行います。
⑦市社協ボランティアセンター運営のメールでの情報配信システムを活用し、南区ボランティアセンター登録者以外にも情
報提供を行えるように努めます。

①社協みなみ（年４回発行）及びボランティアセンターだより「ボラぴ!!」（年２回。社協みなみと併せて発行）各回、区内全戸
配布します。
②ボランティア登録者宛にボランティア募集情報をまとめら「ニード情報」を年2回発行しました。
③活動拠点内及び複合福祉施設共同掲示板にボランティア関連情報を掲示しました。
④ホームページを毎月更新し、募集中の情報を発信しました。
⑤パンフレットスタンドを対象別、情報別に整理し、わかりやすい情報発信を行いました。
⑥外部での講座や区社協事業実施時にボランティアセンターに関する情報発信を行いました。
⑦市社協ボランティアセンター運営のメールでの情報配信システムを活用し、南区ボランティアセンター登録者以外にも情
報提供を行えるようにしました。（14回実施）

(3)ボランティアに関する相談、紹介 (3)ボランティアに関する相談、紹介
①ボランティアコーディネーターが窓口及び電話（状況によっては現場）にてボランティア関連相談の受付を実施していきま
す。また、初回の活動の際に安心して活動ができるよう、必要に応じて同行します。
②ボランティア連絡会と共催している各種講座やイベントでの体験ブースを経て興味をもった方を、実際の地域の活動へつ
なげていきます。
③引き続き、精神などに不安のある方のための機会を区社協の活動内で作り、地域での活動につなげられよう調整をして
いきます。
④コロナ禍を理由に実際の活動を紹介できない方々向けに社協主催のボランティア活動を提供していきます。（ゴミ拾いボ
ランティア等）
・登録人数（個人）新規：50人、累計：230人
・登録人数（団体）新規：10件、累計：120件
・相談件数：800件
・依頼件数：200件
・紹介人数：200人
・調整数：1,000件

①ボランティアコーディネーターが窓口及び電話（状況によっては現場）にてボランティア関連相談の受付を実施しました。
また、初回の活動の際に安心して活動ができるよう、必要に応じて同行しました。
②ボランティア連絡会と共催している各種講座やボランタリーフェスタでの体験ブースを経て興味をもった方を、実際のボラ
ンティア活動へつなげていくためのコーディネートを行いました。
③引き続き、精神などに不安のある方のための機会を区社協の活動内で作り、地域での活動につなげられよう調整をしま
した。
④コロナ禍を理由に実際の活動を紹介できない方々向けに社協主催のゴミ拾いボランティア活動を年２回実施しました。
・登録人数（個人）新規：61人、累計：265人
・登録人数（団体）新規：12件、累計：135件
・相談件数：1,060件
・依頼件数：319件
・紹介人数：239人
・調整数：2,251件

(4)ボランティアに関する育成・支援・講座開催 (4)ボランティアに関する育成・支援・講座開催
①ボランティア入門講座を開催します。
②ボランティア団体が主催で実施するテーマ別（障がい理解など）に活動別のボランティア講座を協力します。
③ボランタリーフェスタを現況にあった形で開催し、ボランティア（グループ）の交流を進めます。
その他、各団体と調整しながら必要に応じた支援や講座開催を行うべく、日常の関係性構築に努めます。

①ボランティア入門講座を年２回開催しました。
②ボランティア団体が主催で実施するテーマ別（傾聴、誘導など）のボランティア講座の開催に協力しました。
③ボランタリーフェスタを開催し、ボランティアグループ同士の交流の場づくりとボランティア発掘を行いました。
その他、ボランティアグループの紹介を行うためにホームページにて紹介を行いました。

２　ボランティア業務 ２　ボランティア業務
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令和４年度福祉保健活動拠点事業報告書令和４年度福祉保健活動拠点事業計画書

(1)関連組織及び地域との連携 (1)関連組織及び地域との連携
①ボランティアセンター運営委員会を開催し、区民の声を運営に反映します。
②南区ボランティア連絡会への参加と活動を支援します。
③南区障がい児者団体連絡会への参加と活動を支援します。
④南区自立支援協議会への参加と活動を支援します。
⑤南区食事サービス団体連絡会への参加と活動を支援します。
⑥地域ケア施設連絡会や生活支援コーディネーター連絡会、地域包括支援センター連絡会へ参加します。
⑦各地区社会福祉協議会の活動を支援します。

拠点利用団体同士のつながりのきっかけづくりを目的とした利用調整会議における情報交換会など拠点の場を活用し、団
体と連携が図れるように運営を行いました。
また、以下のように各種団体との連携、支援を行いました。
①南区ボランティア連絡会への参加と活動を支援しました。
②南区障がい児者団体連絡会への参加と活動を支援しました。
③南区自立支援協議会への参加と活動を支援しました。
④南区食事サービス団体連絡会への参加と活動を支援しました。
⑤地域ケア施設連絡会や生活支援コーディネーター連絡会、地域包括支援センター連絡会へ参加しました。
⑥各地区社会福祉協議会の活動を支援しました。

(2)地域の福祉保健課題への理解と協力 (2)地域の福祉保健課題への理解と協力
（１）第４期地域福祉保健計画・地区別計画の策定をとおした地域づくり
本会の地区担当と生活支援体制整備事業１層コーディネーター（以下「Co.」）が連携しながら第４期地域福祉保健計画・地
区別計画推進支援をとおして地区社会福祉協議会（以下「地区社協」）の活動を支援します。また区役所や地域ケアプラザ
とも協働し多様な主体による共生の地域づくりを支援します。

（２）持続可能な地域活動・ボランティア等市民活動への支援
コロナ禍のなか、新しい生活様式に沿った様々な団体の新たな活動や人材確保の方法を共有し、活動財源の確保や人材
の育成、また新たな活動団体の組織化など持続可能で地域ニーズに沿った多様な主体による地域活動やボランティア等市
民活動を支援します。

（３）権利擁護事業の推進
あんしんセンター事業を着実に進めるとともに、利用相談後の待機期間の短縮に努めます。また関係機関と連携し、成年後
見制度の普及および利用促進を進めていきます。

（４）事業推進に向けた組織運営の整備
①事業推進に向けた組織運営の整備
働き方改革改正法の施行を踏まえたうえで、大規模災害や感染症の蔓延などの緊急事態においても持続可能な区社協事
業の体制を整備します。また区社協の役割を見直し、既存事業の選択と集中や新たな活動財源の活用を検討します。
②会員施設・法人の支援
本会の会員施設・法人の広域的な取組み（社会貢献）や福祉人材の確保の取組みを近隣区社協と協働して推進します。

●第4期南区地域福祉保健計画推進に向けて、各種講座や会議の開催において拠点の場を活用し地区社協や地域ケアプ
ラザなどと連携し推進してきました。

●区内105の活動団体や、新規に活動を立ち上げる３団体に向けて「南区ふれあい助成金」を配分し、活動支援を行いまし
た。また、地域活動者の発掘と育成を視野に入れた研修を実施しました。

●広報紙「社協みなみ」やホームページなどを活用して、地域の福祉活動の情報を発信しました。また、災害ボランティア
ネットワークによる体験なども行い、災害時のボランティア活動の PR を進めました。

●コロナ禍であっても障がい理解を促進し、地域活動の場を通した障がい当事者と地域がつながる機会を持ち続けていくこ
とを目的に「ミニ訪問サンタ」を実施しました。実施にあたっては、横浜南ロータリークラブおよび同クラブ会員の皆様よりご
寄付等をいただき、南区内
地区社会福祉協議会協力のもと、区内11地区19事業所（子育てサロン・高齢者食事会・高齢者サロン）、子育て支援拠点６
か所の地域活動の場へ事業所製品とフォトブックをお届けしました。

(1)職員体制、育成 (1)職員体制、育成
＜職員体制について＞
常勤職員１名
非常勤職員６名（〈４時間①　17:15-21:15〉の活動拠点管理〈平日〉　２名）
　　　　　　　　　　（〈４時間②　12：45-17：15の活動拠点管理〈日・祝〉１名）
　　　　　　　　　　（〈4.5時間　 8:50-12:50〉の活動拠点管理〈日・祝〉１名）
　　　　　　　　　　（〈８時間　 9:00-17:00〉の活動拠点管理〈平日〉  ２名）
連絡ノートを作成し、引き継ぎがしっかり行なえる体制を整えるほか、日曜・祝日の１人勤務の際に出勤したら管理職、担当
に連絡を入れることで開館遅延防止に努めます。また、拠点ミーティングを開催し、業務の見直し、確認を行います。

常勤職員１名
非常勤職員5名（〈４時間①　17:15-21:15〉の活動拠点管理〈平日〉　２名）
　　　　　　　　　　（〈４時間②　12：45-17：15の活動拠点管理〈日・祝〉１名）
　　　　　　　　　　（〈4.5時間　 8:50-12:50〉の活動拠点管理〈日・祝〉１名）
　　　　　　　　　　（〈８時間　 9:00-16:00〉の活動拠点管理〈平日〉  1名）
横浜市社会福祉協議会による研修計画のもと、「基幹研修（人権研修）」「実務研修」などに参加し、職種・課題別に職員の
資質向上に努めました。そのほか、利用者が安心して拠点を活用いただけるよう、環境整備に努めました。

(1)施設の維持管理について (1)施設の維持管理について
ア　開館時間 ア　開館時間
年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く午前９時～午後９時
(※但し、日・祝日は午後５時まで)

＜開館時間＞
年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く午前９時～午後９時(※但し、日・祝日は午後５時まで)

イ　建物・設備の保守点検、小破修繕 イ　建物・設備の保守点検、小破修繕
委託契約先　　株式会社　市川総業
委託内容　　　①設備・防災設備保守点検業務
　　　　　　　 ②防災センター管理業務（２４時間体制で点検業務を実施）

委託契約先　　株式会社　市川総業
委託内容　　　①設備・防災設備保守点検業務
②防災センター管理業務（２４時間体制で点検業務を実施）

ウ　清掃業務 ウ　清掃業務
委託契約先　　株式会社　市川総業
委託内容　　   清掃業務（日常・定期清掃、害虫駆除）

委託契約先　　株式会社　市川総業
委託内容　　　①清掃業務（日常・定期清掃、害虫駆除、空気測定）

エ　警備業務 エ　警備業務
委託契約先：オールジャパンサービス株式会社
委託内容
拠点の建物およびこれに付帯する物件については、事故の発生を警報機器等により感知し、警察・消防署等関係機関と速
やかに連絡を取り必要な措置を講じます。また、日曜・祝日に開館時間の遅延等が判明したときは、緊急連絡が管理職に
入る措置を講じます。

委託契約先　　オールジャパンサービス株式会社
委託内容　　　拠点の建物及び付帯する物件については、事故の発生を警報機器等により感知し、警察・消防署等関係機
関と速やかに連絡を取り必要な措置を講じました。また、日曜・祝日に開館時間の遅延等が判明したときは、管理職に緊急
連絡が入る措置を講じています

３　他の関連組織とのネットワーク ３　他の関連組織とのネットワーク

４　その他

５　施設の適正な管理・運営について

４　その他

５　施設の適正な管理・運営について
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オ　その他業務 オ　その他業務
(2)苦情受付体制について (2)苦情受付体制について
（南区社会福祉協議会苦情解決規則に則り対応）
＜苦情への対応手順＞
受付担当者及び実務責任者の名前を施設内に掲示し、受付から解決まで迅速に対応します。
また、横浜市社会福祉協議会と連携して、市社協の第三者委員への申立てが可能であることの掲示をあわせて行います。
＜苦情解決の仕組みに対する市民への周知方法＞
以下の事柄について、施設内に書面を掲示して周知します。
①苦情解決相談受付担当者及び実務責任者の氏名を掲示します。
②横浜市社会福祉協議会のあっせん・調整を受けられる旨の表示をします。
③拠点内にご意見箱を設置します。
④ホームページ及び拠点内に投書方法を掲示します。また、ご意見ダイヤルのポスターを掲示して、苦情受付の複数の窓
口を確保し、透明性や公平性をより高めます。

（南区社会福祉協議会苦情解決規則に則り対応しました）
＜苦情への対応手順＞
受付担当者及び実務責任者名を施設内に掲示、受付から解決まで迅速な対応を心がけました。また、横浜市社会福祉協
議会と連携して、市社協の第三者委員へ直接申立てが可能であることの掲示を行いました。
＜苦情解決の仕組みに対する市民への周知方法＞
①苦情解決相談受付担当者及び実務責任者の氏名の掲示
②横浜市社会福祉協議会のあっせん・調整を受けられる旨の表示
③提案や意見を募るためご意見箱を設置
④ホームページに投書方法を表記
⑤ご意見ダイヤルの掲示
＜窓口満足度調査の実施＞
結果を拠点内に掲示しました。また、職員の振返りの機会としても活用しています。

(3)緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について (3)緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について
福祉保健活動拠点管理運営マニュアルにより、緊急時に迅速かつ適切な対応・連絡体制をとります。
＜職員の役割分担＞
福祉保健活動拠点管理運営マニュアル及び消防計画により、各職員に役割分担を定めて対応します。

＜地域や関係機関との連携体制＞
防災センターと緊密な連携をとりながら、情報収集、消火、避難活動を実施し、災害時には１階防災センター、南区役所福
祉保健課、市社協などと適宜連絡を取り合って対応する態勢を取ります。
　①複合福祉施設総合防災訓練を実施します。
　②福祉保健活動拠点独自避難訓練を実施します
　③ＡＥＤ講習会や発電機の試運転など実践的な訓練を拠点利用者と合同で実施します。

＜災害備蓄品の整備＞
大規模災害発生後、応急物資が届くまでの間、拠点利用者のための最低限の備蓄品を整備します。

＜BCP計画＞
大規模災害発生後においても業務を中断させない、または中断しても可能な限り早急に再開するよう業務計画書を職員間
で共有するとともに必要に応じ見直しを行います。

＜連絡体制＞
福祉保健活動拠点管理運営マニュアルにより、緊急時に迅速かつ適切な対応・連絡体制をとりました。
＜職員の役割分担＞
福祉保健活動拠点管理運営マニュアルにより、各職員に役割分担を定めて対応しました。
＜地域や関係機関との連携体制＞
　１階防災センターと緊密な連携をとりながら、情報収集・消火・避難活動を実施し、災害時には防災センター、南区役所福
祉保健課、横浜市社会福祉協議会などと適宜連絡を取り合って対応する態勢を取りました。建物内施設合同の防災訓練
の他、当日の拠点利用者へも呼びかけをし、職員と合同で避難経路の確認や器具の使用方法について確認しました。併せ
て、横浜市社協で実施している、IP無線訓練にも参加しました
①拠点利用者懇談会　12月13日(火)実施　34団体職員＋参加
【火災発生時の対応】【地震発生時の対応】について説明後、非常経路、非常階段の場所の確認を行いました。
②複合福祉施設総合防災訓練　３月２8日（火）実施
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、放送のみ実施。手順等はできなかったものの各部屋に放送が流れているか
の確認は行えました。

(4)個人情報保護の体制及び取組について (4)個人情報保護の体制及び取組について
＜連絡体制＞
本会が保有する個人情報の保護に関する規程に則った業務を行うとともに、個人情報保護取り扱いについて内部研修を実
施し、理解の定着を図ります。また、区内ケア施設所長会で配付される個人情報に関する注意事項や事例などを職員と共
有し確認します。窓口には、個人情報取扱い業務概要説明書を設置して、常時閲覧可能とします。

＜連絡体制＞
本会が保有する個人情報の保護に関する規程に則った業務を行うとともに、個人情報保護の取り扱いについて内部研修を
実施し、理解の定着を図りました。
また、区内ケア施設所長会で配付される個人情報に関する注意事項や事例などを職員と共有し確認を行いました。個人情
報の取扱責任者が、事務局長となっていて館内に掲示も行いました。
窓口には、個人情報取扱い業務概要説明書を設置して、常時閲覧可能としました。

(5)環境への配慮及び取組について (5)環境への配慮及び取組について
＜ゴミの発生抑制に関する取り組み＞
次のとおり実施します。
①給湯室等に資源ごみ等分別資料及びごみゼロルート回収資料を掲示します。
②ルート回収により紙類、産廃、燃やすごみなど分別を徹底して、ごみ発生を抑制します。
③拠点利用者には、ごみを各自持ち帰るよう協力を依頼します。

＜再利用・再使用に関する取り組み＞
①コピー用紙等裏紙活用を徹底します。
②印刷機リサイクルトナー活用を徹底します。

＜リサイクルに関する取り組み＞
①拠点内資源ごみ分別収集を徹底（事務室等に資源ごみの分け方・出し方一覧掲示）します。
②給湯室にて資源ごみなどの分別を徹底し、「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に則った取り組みを行います。
③ペットボトルキャップ回収運動に参加します。
④インクカートリッジ里帰りプロジェクトに協力します。

＜冷暖房の設定温度と照明の省力化＞
①室温設定を徹底します(節電シールやポスターの掲示)。
②節電を徹底します(節電シールやポスターの掲示)。

＜ゴミの発生抑制に関する取り組み＞
①給湯室等に資源ごみ等分別資料及びごみゼロルート回収資料の掲示
②ルート回収により、紙類、産廃、燃やすごみなど、分別を徹底してごみ発生を抑制
③拠点利用者には、ごみを各自持ち帰るように協力依頼
＜再利用・再使用に関する取り組み＞
①コピー用紙等裏紙活用の徹底
②印刷機リサイクルトナー活用の徹底
＜リサイクルに関する取り組み＞
①拠点内資源ごみ分別収集の徹底（事務室等に資源ごみの分け方・出し方一覧掲示）
②給湯室にて資源ごみなどの分別徹底
③ペットボトルキャップ回収運動に参加
④インクカートリッジ里帰りプロジェクトに協力
＜温室ガス効果抑制等への取組み＞
①節電の徹底(ポスターや節電シールの掲示、減灯の実施)
②室温設定温度の徹底(ポスターや節電シールの掲示)



（指定管理者が記入する様式）

収入の部 （税込、単位：円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

18,552,072 204,100 18,756,172 18,756,172 0 横浜市より
0 426,000 △ 426,000

301,000 0 301,000 328,456 △ 27,456

300,000 300,000 328,456 △ 28,456

0 0 0 0

1,000 1,000 0 1,000

0 0 6,952 △ 6,952

18,853,072 204,100 19,057,172 19,517,580 △ 460,408

支出の部
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

10,798,000 0 10,798,000 10,898,606  100,606
9,752,000 9,752,000 9,609,452 142,548

640,000 640,000 647,843  7,843
200,000 200,000 415,772  215,772

0 0 7,639  7,639
6,000 6,000 6,000 0

200,000 200,000 211,900  11,900
1,189,072 5,000 1,194,072 1,815,315 △ 621,243

0 0 0 0
353,072 5,000 358,072 218,852 139,220

0 0 0 0
40,000 40,000 9,105 30,895
66,000 66,000 41,290 24,710

0 0 0 518,760 △ 518,760
自販機目的外使用料（横浜市への支出） 0 0 0 0
その他 0 0 518,760 △ 518,760

70,000 70,000 40,150 29,850
0 0 0 0

5,000 5,000 4,650 350
0 0 0 0

45,000 45,000 37,125 7,875
519,000 519,000 0 519,000

0 0 5,750 △ 5,750
0 0 0 0

91,000 91,000 939,633 △ 848,633
0 0 0 498,960 △ 498,960
0 0 498,960 △ 498,960
0 199,100 199,100 199,100 0
0 199,100 199,100 199,100 0

5,432,000 0 5,432,000 6,105,599 △ 673,599
1,702,000 1,702,000 2,303,971 △ 601,971
2,542,000 2,542,000 2,541,764 236

300,000 300,000 270,004 29,996
494,000 494,000 493,680 320
154,000 0 154,000 147,931 6,069

空調衛生設備保守 0 0 49,500 △ 49,500
消防設備保守 0 0 0 0
電気設備保守 0 0 0 0
害虫駆除清掃保守 0 0 0 0
駐車場設備保全費 0 0 0 0
その他保全費 154,000 154,000 98,431 55,569

0 0 0 0
240,000 240,000 348,249 △ 108,249

851,000 0 851,000 0 851,000

0 0 0 0

850,000 850,000 0 850,000
1,000 1,000 0 1,000

0 0 0 0

583,000 583,000 0 583,000

18,853,072 5,000 18,858,072 19,517,580 △ 659,508
0 199,100 199,100 0 199,100

0 0 0 426,000 △ 426,000
0 0 0 498,960 △ 498,960
0 0 0 △ 72,960 72,960

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による横浜市への
支出

0 0 0 0 0
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和４年度　横浜市南区福祉保健活動拠点　収支予算書及び報告書

修繕費
機械警備費
設備保全費

その他

手数料

職員等研修費

リース料

その他

図書購入費
施設賠償責任保険

科目

収入合計

科目

人件費

退職給付引当金繰入額

管理費

振込手数料

地域協力費

使用料及び賃借料

備品購入費

事業費

ＩＣＴ整備費（追加）
ＩＣＴ整備費（追加）

自主事業費（指定管理料充当の自主事業）

会議賄い費
印刷製本費
通信費

給与・賃金
社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金

その他
その他

管理許可・目的外使用許可に関わる収支

自主事業費　収入
自主事業費　支出

管理許可・目的外使用許可に関わる収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出

自主事業　収支

光熱水費
清掃費

支出合計
差引

事務費
旅費
消耗品費

指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）
雑入
印刷代
自動販売機手数料

その他

共益費

事業所税
公租公課

その他
印紙税
消費税


